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適正な国保税課税、医療費の算定のために所得の申告を
令和3年度国民健康保険税は国民健康保険税条例第24条により納税義務者は、4
月15日までに申告書を市に提出することとされています。令和3年度国保税は、
令和 2 年中の総所得金額等に基づき算出します。国保税の算定のために所得の申
告をお願いします。

・税額が正しく計算されない
・軽減措置が適用されない
・高額療養費の自己負担限度額が判定できない
・申告が遅れると、年度の途中で増額になってしまう

申告をしないと、次のような不利益が生じる場合があります

下のチャートで申告が必要かどうかを確認しましょう

ご自身が18歳以上の国民健康保険加入者である、あるいは家
族に国民健康保険に加入している者がいる世帯主の方

所得税の確定申告や市県民税申告を行った。

所得が給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が市
へ提出されている

所得が公的年金（遺族年金、老齢福祉年金、障害年金は除く）
のみである。

所得税や市県民税の申告及び給与支払報告書か公的年金（※）
において被扶養者として申告されている

収入の無い方や、失業中で雇用保険による失業給付のみで生
活されている世帯の方などは申告が必要です。

※茅野市在住の方に限ります。市外在住者が被扶養者として
　申告している場合は、茅野市に申告が必要です。

国民健康保険にかかる所得の申告が必要です。
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保険料をまとめて前払いすることにより割引される「前納」や便利でお得な「口座振替」があります。
６ヶ月、１年分をまとめて前払い（前納）するとお得です！

令和２年４月～令和３年３月分の保険料額・割引額の例

※早割について
初めて口座振替を申し込まれた方は、初回のみ前月分（割引なし）と当月分（50円割引）の２か月分保険料の引
き落としになります。

クレジットカード納付は、事前にお申し込みいただき、継続的にクレジットカード会社が立替納付を行うものです。
（注）立替納付日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に立替納付されます。

※クレジットカードでの「早割」はご利用できません。
　口座振替・クレジットカード払いの申込用紙は、岡谷年金事務所・茅野市役所高齢者・保険課（１階８番窓口）
　に備え付けてあります。

今回掲載した保険料額・割引額は今年度の保険料です。令和３年度の保険料は16,610円です。
令和３年４月から口座振替で前納を希望される方は、令和３年２月末日までにお申し込みください。
（預金通帳・金融機関届出印をご持参ください）

４月から９月分までの保険料を４月末日に、10月分から翌年３月分までの保
険料を10月末日にそれぞれまとめて立替納付。
割引額は現金で半年分前納した金額と同じ810円です。

４月から翌年３月分までの保険料をまとめて４月末日に立替納付。
割引額は現金で１年分前納した金額と同じ3,520円です。

毎月の保険料を当月末日に立替納付されます。割引はありません。

半年分支払い（前納）

１年分支払い（前納）

４月から翌々年３月分までの保険料をまとめて４月末日に立替納付。
割引額は現金で２年分前納した金額と同じ14,590円です。

２年分支払い（前納）

毎月支払い

口
座
振
替

納　付　方　法

１年前納（４月分～翌年３月分を４月末日振替）

１年前納（４月分～翌年３月分を４月末日納付）

毎月振替「早割」（当月末日振替）※

毎月納付

毎月振替（翌月末日振替）

（10月分～翌年３月分を10月末日振替）

（４月分～９月分を４月末日振替）

（10月分～翌年３月分を10月末日納付）

（４月分～９月分を４月末日納付）

６か月
前　納

６か月
前　納

年間の納付保険料

194,320円

196,220円
（98,110円×２期）

197,880円
（16,490円×12月）

198,480円

198,480円

194,960円

196,860円
（98,430円×２期）

4,160円

2,260円
（1,130円×２期）

600円
（50円×12月）

－

－

3,520円

２年前納（４月分～翌々年３月分を４月末日納付） 383,210円 14,590円

1,620円
（810円×２期）

割　引　額 申込期限

２月末日
２年前納（４月分～翌々年３月分を４月末日振替） 381,960円 15,840円

２月末日

８月末日

振替開始
希望月の
前々月

現

　
金（
納
付
書
）

クレジットカードでもお支払ができますクレジットカードでもお支払ができます

【お支払方法】

高齢者・保険課　☎72-2101
医療保険・年金係　　（内線 326）
岡谷年金事務所　☎23-3661

国民年金の保険料は、お支払方法によってお得な割引制度があります
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